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2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に備えた大阪・関西万博感染症情報 

解析センターの設置及びサーベイランスの取組強化について（協力依頼） 

 

日ごろより、健康医療行政の推進に御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

大阪・関西万博（以下、「万博」という。）は、会期（令和７年４月 13日から同年 10月

13 日まで）及びその前後において国内外から多数の来阪者が予想され、感染症の発生リ

スクが増加することから、感染症サーベイランスの感度を高めた運用が重要となります。 

万博の安全・安心な開催に向けて、国の事務連絡による万博関係者や来場者に係る感

染症発生状況の探知強化に加え、大阪府及び大阪市では、公益社団法人２０２５年日本

国際博覧会協会と連携した会場内サーベイランスの実施や、「大阪・関西万博感染症情報

解析センター」を設置し、サーベイランス体制の強化を図ります。 

同センターでは、サーベイランスで得た情報を基に感染症拡大等のリスクを評価の上、

保健所との情報連携の強化や一般住民等へ情報発信等を行いますが、これらを円滑に行

うためには、医療機関で感染症患者を診断された場合の届出の徹底や万博関係者及び来

場者に係る情報の報告が必要です。 

府内での感染症対策の強化に向け、各医療機関での取組みについて、別紙のとおりま

とめましたので、内容を御了知の上、貴会員へ御周知くださいますようお願い申し上げ

ます。 

なお、同センターでは、万博に関連した感染症情報の提供を予定しています。詳細は、

追ってお知らせしますので、重ねて御了知くださいますようお願いいたします。 

 

【添付資料】 

 令和６年９月６日付 厚生労働省「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催に 

伴う感染症サーベイランスの取組強化について」 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

○大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課 

防疫グループ 

電話：06-6944-9157（ダイヤルイン） 

○大阪市健康局大阪市保健所感染症対策課 

 電話：06-6647-0656 



【別紙】 

大阪・関西万博における医療機関での取組強化について 

 

１．感染症発生に係る届出の徹底 

   感染症法に基づき届出すべき感染症（全数把握疾患）を診断された場合は、所

在地を管轄する保健所へ発生届の提出をお願いします。 

 なお、発生届は、感染症サーベイランスシステムでの報告を推進しておりま

す。ＦＡＸ等での報告から切り替えを検討される場合は、同システムのアカウン

トの発行手続きが必要となりますので、管轄の保健所までお問合せください。 

【感染症サーベイランスシステムについて】 

 ○大阪府ホームページ 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryo/osakakansensho/ 

surveillancesys.html 

 

【届出基準・届出様式】 

○大阪府感染症情報センターホームページ 

  https://www.iph.pref.osaka.jp/infection/list.html  

   ※保健所の管轄区域と連絡先についても、上記ホームページから確認可能 

 

２．万博関係者及び万博来場者に係る情報の報告 

（１）実施期間 

  令和７年３月 13 日（木）から令和７年 11月 13日（木）まで  

  （開会１か月前から閉会１か月後まで） 

（２）取組内容 

  ① 強化サーベイランス対象疾患を診断した場合 

・万博関係者又は万博来場者に該当するかの確認をお願いします。 

・万博関係者又は万博来場者であった場合は、③「発生届への入力について」

に記載のとおり、ご対応ください。 

    【強化サーベイランス対象疾患】 

・麻しん ・侵襲性髄膜炎菌感染症 ・中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ） 

    ・万博会場内で提供された食品に関連した腸管出血性大腸菌感染症 

  

   ＜万博関係者とは＞ 

    国・地域及び国際機関からの公式参加者、パビリオン出展・催事・運営・営業等

に係る万博会場で業務にスタッフとして従事する非公式参加者（医療・警備・清

掃・案内所担当やボランティア等）、国・大阪府市・警察・消防・2025年日本国

際博覧会協会等の関係機関からの従事者を指します。 

   

   ＜万博来場者とは＞ 

    入場チケットを利用して万博に来場した者を指します。 

QRコード 

QRコード 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryo/osakakansensho/surveillancesys.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryo/osakakansensho/surveillancesys.html


【別紙】 

  ② ①以外の感染症を診断した場合 

・万博関係者又は万博来場者であって、万博会場が感染機会として疑われる事

例の場合は、③「発生届への入力について」に記載のとおりご対応ください。 

   ・なお、対象の感染症は、強化サーベイランス対象疾患の４疾患を除く１類～

４類感染症及び５類感染症の風しんです。 

 

  ③ 発生届への入力について 

   ・発生届の「19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師

が必要と認める事項」の欄に、以下の内容をご記入の上、管轄の保健所へご提

出ください。 

    【記載する内容】 

    ・万博関係者又は万博来場者のどちらなのか 

    ・万博に立ち寄った日や詳細場所 等  

 

【万博関係者又は万博来場者に係る発生届への記載フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．院内感染対策の徹底 

感染症患者の発生に備えて、標準予防策の徹底や医療関係者への予防接種、院内感

染対策マニュアル等の確認など、各医療機関の状況に応じた感染対策に努めていた

だきますようお願いします。 


